
 

 

 

 

 

 

 

登 録 番 号 １１０ 

登 録 日 平成２３年１０月３日 

名 称 東開メディカル有限会社 

代表者職名・氏名 代表取締役 植松尚眞 

所 在 地 〒８９１－０１１５ 

鹿児島市東開町３－１３１ 

電 話 ０９９－２６０－３０３０ 

ﾎｰﾑﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ  

業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 認知症対応型共同生活介護事業（グループホーム灯夢想家） 

行 動 計 画 期 間 平成２３年８月１日 ～ 平成２８年７月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 

〈対策〉 

・平成２３年８月  就業規則の「育児・介護休業規則」第 10 条，第 14 条，

～平成２４年１月 第 15 条の周知と理解を図る。 

・平成２４年２月  「育児短時間勤務の制度」「育児介護の為の深夜業の制限」

～平成２４年４月 及び「子の看護休暇」の取得者が出たときのフォロー体制

を確立 

〈対策〉 

・平成２４年５月～ 長時間労働の原因を洗い出すとともに，曜日別，週別，月

別などにおける繁忙の分析 

・平成２５年５月～ 周別，月別の繁忙を加味した業務量の標準化と，従業員の

スキルアップと業務に取り組む意識の向上を図る。 

・平成２６年３月  業務の平準化（マニュアル化）の確立と適正人員の配置を

～平成２８年７月 行い，各従業員月一回の計画的有給休暇の取得を定着させ

る。 

目標１）平成２４年７月までに「育児・介護の為の深夜業の制限」「育児短縮

時間勤務の制度」「子の看護休暇」の周知とフォロー体制を確立する。

目標２）平成２８年７月までに仕事と家庭生活の充実を図るため，計画的年

次有給休暇の取得の定着を促進する。 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■育児短時間勤務制度の導入 

■ノー残業デー設定の取組み 

■育児休業中の適時な情報提供 

■妊娠中や産休・育休復帰後の相談窓口を創設 


